駐車場賃貸借契約書
賃貸人（以下「甲」という。）と賃借人（以下「乙」という。）とは、駐車場の賃貸借に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条（駐車場の表示）
1. 所在地：
2. 区画番号：
3. 駐車可能車種：普通自動車／軽自動車／その他
第2条（契約期間）
1. 令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○年間とする。
2. 期間満了の○か月前までに解約の申出がないときは同一条件で更新する。
第3条（賃料）
1. 月額金○○○円とし、毎月末日までに翌月分を甲指定口座に振り込む。
第4条（敷金）
1. 乙は甲に敷金として金○○○円を預託する。
第5条（使用車両）
1. 乙は以下の車両を駐車する。車両変更時は甲に届け出る。
① 車名：
② 登録番号：
③ 車体の色：
第6条（利用上の注意）
1. 乙は以下の事項を遵守する。
① 区画内に駐車すること
② 長期間の車両放置をしないこと
③ 危険物を保管しないこと
④ 駐車場内での整備・洗車を行わないこと
第7条（禁止事項）
1. 乙は甲の承諾なく以下の行為をしてはならない。
① 駐車場の転貸又は使用権の譲渡
② 駐車場の用途外使用
第8条（免責）
1. 甲は駐車場内における車両の盗難・損傷等について責任を負わない。ただし甲の故意又は重過失による場合を除く。
第9条（遅延損害金）
1. 乙が賃料の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払いに至るまで、年○％の割合による遅延損害金を甲に支払うものとする。
第10条（中途解約）
1. 乙が賃料を○ヶ月以上滞納したとき、または本契約の条項に違反したときは、甲は何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
第11条（放置車両の処置）
1. 契約終了後、乙が車両を放置した場合、甲は乙の費用負担において当該車両をレッカー移動・保管、または廃棄処分できるものとする。
第12条（明渡し）
1. 契約終了時に乙は車両及び私物を撤去し区画を原状回復のうえ明け渡す。
第13条（合意管轄）
1. 本契約に関する紛争については○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条（協議）
1. 本契約に定めのない事項については甲乙誠意をもって協議し解決する。
令和　年　月　日
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
【甲】
名称又は氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所又は所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印
【乙】
名称又は氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所又は所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印
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